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第４章

野洲市の自殺対策における取組

１   基本施策
基本施策とは、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基礎的な取組、すなわち「地域におけ

るネットワークの強化」「自殺対策を支える人材の育成」「市民への啓発と周知」「生きることの促進要因への

支援」「児童生徒への支援の強化」の５つです。

これらの施策それぞれを強力に、かつ連動させて総合的に推進することで、野洲市における自殺対策の基盤

を強化します。

１）地域におけるネットワークの強化
自殺は、経済・生活問題、健康問題、学校や職場の問題など様々な要因が関係しています。これらの問題

に適切に対応するためには、多様な関係者が連携し包括的に取り組むことが重要です。
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２）自殺対策を支える人材の育成
地域のネットワークは、それを担う人材がいて初めて機能するものです。そのため、自殺対策を支える人材育成は、

対策を推進する上で基盤となる重要な取組です。様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対して早期の「気づき」

が重要であり、「気づき」のための人材育成の方策を充実させる必要があります。誰もが早期に「気づき」ができ

るよう、必要な研修の機会の確保を図ります。
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３) 市民への啓発と周知
地域のネットワークを強化し相談体制を整えても、市民が相談機関や相談窓口の存在を知らなければ、そ

れらの制度は活用されません。そこで相談機関等に関する情報を様々な接点を活かして市民に提供するとと

もに、市民の自殺予防に対する理解が深まるよう、講演会等を開催します。

さらに、９月の自殺予防週間や３月の自殺対策強化月間には、地域の広報媒体や図書館等施設と連携し、

地域全体への問題の啓発や相談先情報の周知を図ります。（相談先情報については 67 ～ 70 ページを参照）
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４) 生きることの促進要因への支援
「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）よりも「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」

が上回った時、自殺に追い込まれる危険性が高まります。そのため、「生きることへの阻害要因（自殺のリス

ク要因）」を減らすだけでなく、「生きることへの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすための取組を

合わせて行い、自殺リスクを低下させる必要があります。このことを踏まえて「生きることの促進要因」の

強化につながり得る、様々な取組を進めます。
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５) 児童生徒への支援の強化
児童生徒の自殺を防ぐには、問題が深刻化する前に、児童生徒が自らＳＯＳを出すなどの対処方法を身に

つけることが重要です。こうしたことから、保護者と地域の関係者等と連携しつつ、児童生徒に対するＳＯ

Ｓの出し方に関する教育を推進し、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法

を身につけ、自殺リスクの低減を図ります。
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